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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。

 身に覚えのないメールは無視を！ 

 必ず誰かに相談しましょう！！ 

利用料を電子マネーで支払えは詐欺！ 

 有料サイト未払い金請求 
 の詐欺被害が  急増中！ 

  

 サイト運営企業等を名乗る者から，突然，スマートフォンや

携帯電話に，ショートメールなどが送られてきます。 

   メールの内容は， 

   ・有料サイトの利用履歴があり，料金が発生している 

   ・本日中に連絡がない場合は，法的手続きに移行する 

などで，表示された電話番号に架電すると 

   ・払わないと裁判になる 

   ・今日中に支払えばお金は返金する 

などと不安をあおり， 

   コンビニの電子マネーを購入させ 

お金をだまし取るものです。 
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